
和光市地域公共交通計画の見直しについて 

 

1. 検討の目的 

和光市地域公共交通計画については計画期間が令和 9 年 3 月までとなっていることか

ら、令和 8年度においては次期計画策定に向けた計画見直しの検討を行う。 

当該計画策定にむけた実施事項及びスケジュール案について共有し、ご意見を伺う。 

 

2．検討方針 

計画の見直しにあたっては、現行計画の達成状況や本市の行政課題を整理するととも

に、新型コロナウィルス感染症拡大後の社会変化や国の動向を踏まえた検討を行う。 

併せて、深刻な運転手不足のもと、既存リソースを生かした効率的で持続可能な移動支

援のあり方について、多様な関係者との連携も含めた検討を行う。 

 

3. 主な実施事項等 

(1) 市民アンケートの集計 

令和 7年度末に実施予定の市民アンケートについて集計を行う。 

(2) 公共交通利用者アンケート 

市内循環バスや路線バスの利用者アンケートを実施する。 

(3) 関係者ヒアリング 

交通事業者や市役所関係課等へのヒアリングにより、和光市の地域公共交通や現行

計画への課題等を把握するために実施する。 

(4) 市民ワークショップ等 

地域公共交通の課題や最新の動向について市民の関心を高めるために実施する。 

(5) 公共交通に関する課題の整理 

各種調査やアンケート等から和光市の公共交通に関する課題を整理する。 

(6) 和光市地域公共交通計画（案）の策定 

課題に対する方針の検討や計画素案の策定を経て、パブリックコメントを実施する。 

(7) 和光市地域公共交通会議・和光市地域公共交通事業者部会 

計画検討に際して、各会議体において意見の聴取、諮問をおこなう。 

(8) 和光市公共交通研究会 

市内の公共交通に関して、市民目線の意見交換を実施するために開催する。 

 

4. 新計画の策定スケジュール 

・ 和光市地域公共交通計画素案の策定：令和 8年 11月中旬 

・ パブリックコメントの実施：令和 8年 12 月上旬～令和 9年 1月上旬 

・ 和光市地域公共交通計画の策定：令和 9年 3月上旬 
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